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【重要】京都駅北口のりば入構ルールの 

変更について 
京都駅北口では溢れだし防止のため、ナンバー末尾による四色規制

を実施しております。ただ、突然の降雨や鉄道事故などで旅客が急増

した場合、旅客が長蛇の列でタクシーが足りず、空車になった

車両も四色規制を遵守のため出口に向かう状況がありました。 

本日開催の「のりば・駐停車合同委員会」で、現行のルールを一

部変更、以下のルールで運用することが確認されました。 

 

① 待機所に待機車列が1列未満の場合、入構した車両（Ｊ

Ｒ２承認車）は入構色に関わらず待機列に並べます。 

② ＪＲ２の貼付がない車両は待機列に並べません。 

③ 1 列以上の場合（待機所枠線からはみ出る場合）は、入

構色以外のタクシーは待機列に並ぶことはできません。 

④ 烏丸塩小路入口から待機所の間での待機行為は厳禁です。 

⑤ 平成２８年９月１７日（土）から適用します。 
 

 
 


